
議案第８６号 

 

 

瀬戸内市空家等の適正管理に関する条例の一部を改正することについて 

 

 

瀬戸内市空家等の適正管理に関する条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。 

 

 

令和５年１１月２７日提出 

 

 

瀬戸内市長  武 久 顕 也 



瀬戸内市条例第 号 

 

   瀬戸内市空家等の適正管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

 瀬戸内市空家等の適正管理に関する条例(平成 29 年瀬戸内市条例第 3 号)の一部を次のように改

正する。 

第 3条中「第 3条」を「第 5条」に改める。 

第 5条及び第 7条中「第 6条第 1項」を「第 7条第 1項」に改める。 

第 11条第 1項中「第 14条」を「第 22条」に改め、同条第 2項中「第 14条第 2項」を「第 22

条第 2項」に改める。 

第 16条中「第 7条第 1項」を「第 8条第 1項」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



瀬戸内市空家等の適正管理に関する条例(平成29年瀬戸内市条例第3号)新旧対照表 

現行 改正後 

○瀬戸内市空家等の適正管理に関する条例 ○瀬戸内市空家等の適正管理に関する条例 

平成29年3月22日 平成29年3月22日 

条例第3号 条例第3号 

(空家等の所有者等の責務) (空家等の所有者等の責務) 

第3条 空家等の所有者等は、法第3条の規定により、周辺の生活環境に悪

影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理を行わなければならない。 

第3条 空家等の所有者等は、法第5条の規定により、周辺の生活環境に悪

影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理を行わなければならない。 

(市の責務) (市の責務) 

第5条 市は、法第4条の規定により、法第6条第1項に規定する空家等対策

計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等

に関する必要な措置を適切に講ずるものとする。 

第5条 市は、法第4条の規定により、法第7条第1項に規定する空家等対策

計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等

に関する必要な措置を適切に講ずるものとする。 

(空家等対策計画) (空家等対策計画) 

第7条 市は、その地域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施

するため、法第6条第1項の規定により、瀬戸内市空家等対策計画(以下「計

画」という。)を定めるものとする。 

第7条 市は、その地域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施

するため、法第7条第1項の規定により、瀬戸内市空家等対策計画(以下「計

画」という。)を定めるものとする。 

(特定空家等に対する措置) (特定空家等に対する措置) 

第11条 市長は、特定空家等の所有者等に対し、法第14条の規定により特

定空家等に対する措置を講ずるに当たっては、当該特定空家等が現にも

たらしている、又はそのまま放置した場合に予見される周辺の建築物、

通行人等に対する悪影響の有無、程度及び切迫性を勘案して総合的に判

断するものとする。 

第11条 市長は、特定空家等の所有者等に対し、法第22条の規定により特

定空家等に対する措置を講ずるに当たっては、当該特定空家等が現にも

たらしている、又はそのまま放置した場合に予見される周辺の建築物、

通行人等に対する悪影響の有無、程度及び切迫性を勘案して総合的に判

断するものとする。 

2 法第14条第2項及び第3項に規定する相当の猶予期限は、対象となる特定

空家等を整理するための期間及び措置の実施に要する期間を合計した期

間を標準とする。 

2 法第22条第2項及び第3項に規定する相当の猶予期限は、対象となる特定

空家等を整理するための期間及び措置の実施に要する期間を合計した期

間を標準とする。 



(協議会の設置) (協議会の設置) 

第16条 法第7条第1項の規定により、瀬戸内市空家等対策協議会(以下「協

議会」という。)を設置する。 

第16条 法第8条第1項の規定により、瀬戸内市空家等対策協議会(以下「協

議会」という。)を設置する。 

  

 



瀬戸内市規則第 号 

 

   瀬戸内市空家等の適正管理に関する規則の一部を改正する規則 

 

 瀬戸内市空家等の適正管理に関する規則(平成 29年瀬戸内市規則第 10号)の一部を次のように改

正する。 

 

第 4条中「第 14条第 2項」を「第 22条第 2項」に改める。 

第 5条中「第 14条第 3項」を「第 22条第 3項」 

第 6条第 1項中「第 14条第 4項」を「第 22条第 4項」に改める。 

第 7 条第 1 項中「第 14 条第 5 項」を「第 22 条第 5 項」に改め、同条第 2 項中「第 14 条第 7

項」を「第 22条第 7項」に改める。 

第 8 条第 1 項中「第 14 条第 9 項」を「第 22 条第 9 項」に改め、同条第 2 項中「第 14 条第 10

項」を「第 22条第 10項」に改める。 

様式第 1号中「第 16条第 2項」を「第 30条第 2項」に改める。 

様式第 2号中「市町村長は、第 14条第 1項から第 3項までの規定の施行に必要な限度において、

当該職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができ

る。」を「市町村長は、第 22条第 1項から第 3項までの規定の施行に必要な限度において、空家等

の所有者等に対し、当該空家等に関する事項に関し報告させ、又はその職員若しくはその委任した

者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。」に改める。 

様式第 3 号中「第 14 条第 2 項」を「第 22 条第 2 項」に、「第 14 条第 3 項」を「第 22 条第 3

項」に改める。 

様式第 4 号中「第 14 条第 2 項」を「第 22 条第 2 項」に、「第 14 条第 3 項」を「第 22 条第 3

項」に、「第 16条第 1項」を「第 30条第 1項」に、「第 14 条第 9項」を「第 22 条第 9 項」に改

める。 

様式第 5号中「第 14条第 3項」を「第 22条第 3項」に、「第 14条第 4項」を「第 22条第 4項

に改める。 

様式第 8号及び様式第 9号中「第 14条第 9項」を「第 22条第 9項」に改める。 

附 則 

この規則は公布の日から施行する。 

 



 

－1－ 

瀬戸内市空家等の適正管理に関する規則(平成29年瀬戸内市規則第10号)新旧対照表 

現行 改正後 

○瀬戸内市空家等の適正管理に関する規則 ○瀬戸内市空家等の適正管理に関する規則 

平成29年3月22日 平成29年3月22日 

規則第10号 規則第10号 

改正 令和2年9月1日規則第37号―2 改正 令和2年9月1日規則第37号―2 

(勧告) (勧告) 

第4条 法第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第3号)により行う

ものとする。 

第4条 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第3号)により行う

ものとする。 

(命令) (命令) 

第5条 法第14条第3項の規定による命令は、命令書(様式第4号)により行う

ものとする。 

第5条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第4号)により行う

ものとする。 

(意見を述べる機会の付与) (意見を述べる機会の付与) 

第6条 法第14条第4項の規定による意見を述べる機会の付与は、意見陳述

機会付与通知書(様式第5号)により行うものとする。 

第6条 法第22条第4項の規定による意見を述べる機会の付与は、意見陳述

機会付与通知書(様式第5号)により行うものとする。 

2 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする者は、意見書(様

式第6号)を提出しなければならない。 

2 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする者は、意見書(様

式第6号)を提出しなければならない。 

(公開による意見の聴取) (公開による意見の聴取) 

第7条 法第14条第5項の規定により、前条第2項の意見書に代えて公開によ

る意見の聴取を行うことを請求する者は、公開意見聴取請求書(様式第7

号)を市長に提出するものとする。 

第7条 法第22条第5項の規定により、前条第2項の意見書に代えて公開によ

る意見の聴取を行うことを請求する者は、公開意見聴取請求書(様式第7

号)を市長に提出するものとする。 

2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、法第14条第7項の規定

により公告を行うものとする。 

2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、法第22条第7項の規定

により公告を行うものとする。 

(代執行) (代執行) 



 

－2－ 

第8条 法第14条第9項に定める代執行は、履行期間を定めた戒告書(様式第

8号)を送達し、その期限までにその義務を履行しない所有者等に対して、

代執行令書(様式第9号)により通知して行う。 

第8条 法第22条第9項に定める代執行は、履行期間を定めた戒告書(様式第

8号)を送達し、その期限までにその義務を履行しない所有者等に対して、

代執行令書(様式第9号)により通知して行う。 

2 法第14条第10項の規定に定める代執行を行う場合は、10日以内の履行期

間を定めて公告を行うものとする。 

2 法第22条第10項の規定に定める代執行を行う場合は、10日以内の履行期

間を定めて公告を行うものとする。 

附 則 附 則 

この規則は、条例の施行の日から施行する。 この規則は、条例の施行の日から施行する。 

附 則(令和2年9月1日規則第37号―2) 附 則(令和2年9月1日規則第37号―2) 

この規則は、公布の日から施行する。 この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

－3－ 

様式第1号(第3条関係) 様式第1号(第3条関係) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

－4－ 

様式第2号(第3条関係) 様式第2号(第3条関係) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

－5－ 

様式第3号(第4条関係) 様式第3号(第4条関係) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

－6－ 

様式第4号(第5条関係) 様式第4号(第5条関係) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

－7－ 

様式第5号(第6条関係) 様式第5号(第6条関係) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

－8－ 

様式第8号(第8条関係) 様式第8号(第8条関係) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

－9－ 

様式第9号(第8条関係) 様式第9号(第8条関係) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


